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職場の疑問やお困りごとに！ 日曜労働相談会の開催 

－6月16日(日) 県内東・中・西 3箇所「日曜労働相談会」の開催－ 

 

「いきなり解雇されてしまった」「サービス残業をさせられている」「上司や同僚から嫌がらせやセクハラを受

けている」など、労働問題にお悩みではないでしょうか。 

多様化する雇用形態等を背景に、労働関係から生ずる個々の労働者と使用者との間の紛争が増加しています。 

これらの紛争を未然に防止し、または早期かつ自主的な解決を促進するため、労使ネットとっとり(鳥取県労働

委員会個別労使紛争解決支援センター)は、下記のとおり県内3箇所で日曜労働相談会を実施します。 

 

記 

 

1 概要 

鳥取県弁護士会、日本司法支援センター鳥取地方事務所(法テラス鳥取)、鳥取県社会保険労務士会、鳥取

労働局、鳥取県中小企業労働相談所(みなくる)と連携し、無料の日曜労働相談会を開催します。 

 

2 日時・会場 

日 時 会 場 

6月16日(日) 

午前10時から午後3時まで 

鳥取地区 県民ふれあい会館(鳥取市扇町21番地) 

倉吉地区 
エースパック未来中心(鳥取県立倉吉未来中心)(倉吉市駄

経寺町212番地5) 

米子地区 ふれあいの里(米子市錦町一丁目139番地3) 

 

3 相談員 

  弁護士、社会保険労務士、労働委員会委員(組合役員・会社経営者など)など 

 

4 相談方法 

  ・無料・秘密厳守。面談による相談。 

・予約制ですので、相談を希望される方は、6月 11日(火)午後 5時までに以下の問合せ先にお電話をいただ

くか、パソコン・スマートフォン等から電子申請によりお申込みください。 

 

5 問合せ先 

  労使ネットとっとり(鳥取県労働委員会個別労使紛争解決支援センター) 

   電話 0120-77-6010 (鳥取県内フリーダイヤル)  

  ＨＰ https://www.pref.tottori.lg.jp/roui/ 

 

6 感染症対策 

  発熱症状があるなど、体調の優れない方の参加はご遠慮ください。 

   

 

＜電子申請 ＱＲコード＞

 

https://www.pref.tottori.lg.jp/roui/


【参考】 

＜労使ネットとっとりについて＞ 

 


